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4.4 ヨウ素 131 の土壌濃度マップ 

4.4.1 ヨウ素 131の核種分析結果とマップ化にあたってのデータの選択方法 

 I-131 を効率よく検出するため、土壌試料の Ge半導体検出器による測定時間は、原則として最

大で１時間までとしたが、いくつかの試料についてはさらに長い時間の測定を実施した。しかし、

I-131 の半減期が 8.02日と短いことから、今回の調査では統計的に有意な測定結果が得られた土

壌試料の数は限定された。調査を開始したのが 6月 4日であり、採取直後に分析した場合でも、

半減期の 10倍となる約 80日間の時間が経過し、放射能量が 1,000分の１程度(210=1,024)に減衰

していることが予想されることから、統計的に有意な測定結果を得ることが難しかったと考えら

れる。  

また、ガンマ線スペクトル上では、大量に含まれる放射性セシウムのコンプトン連続部分が

I-131 のバックグラウンドとなるため、検出下限値が引き上げられることも重なり、I-131 の検出

された試料の数は限定された。 

 放射性セシウムの場合には全ての試料に関して検出下限値以上の測定値が得られたために、単

純に 5 試料の平均値を求めてその箇所のセシウム濃度とすることができたが、I-131 の土壌濃度

マップの作成にあたっては、検出下限値以下の値が多数存在したため、以下のような考え方でマ

ップ上にプロットする測定結果を整理することとした。 

 

 ① 同一箇所で採取した 5試料の土壌試料のうち、最低１試料でも検出下限値以上の有意な測

定結果が得られた場合、その箇所で I-131が検出されたと判断し、各調査箇所の放射能濃度

の値について最も確からしい平均値を算出することを念頭に置いて、検出下限値以下の値を

参考値として、参考値も含めて 5試料の放射能濃度を算術平均することとした。 

また、統計的なばらつきにより、バックグラウンドを差し引くことによりマイナスの参考

値が得られている場合は、その地点の測定結果を「0（ゼロ）」として各調査箇所の平均値を

算出する際に使用した。 

さらに、検出下限値以下の値の場合において、参考値を記載していない場合も同様に、そ

の地点の測定結果を「0（ゼロ）」として扱った。なお、同一箇所で採取した核種分析結果が

全て検出下限値以上の場合、それらの値を算術平均した値を使用した。 

 

② 同一箇所で採取した複数の土壌試料の核種分析結果が全て検出下限値以下の値の場合、そ

の箇所では、統計的に有意な値を一つも得ることができなかったことから、その箇所の測定

結果は不検出と判断することとした。 

 

なお、Cs-134、Cs-137 と同様に、減衰を考慮することにより、第１期調査の最終日である 6月

14日の値に換算した。 

 一部、警戒区域内で作業時間を考慮した場合等、土壌採取にあたって、１箇所における採取試

料数が５試料に満たないケースが存在するため、その場合は、総試料数の中で同じ処理を行った。 
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4.4.2 ヨウ素 131の土壌濃度マップの作成及び考察 

(a) ヨウ素 131の土壌濃度マップの作成 

 図 4-16に I-131 の土壌濃度マップを示す。全ての試料が検出下限値以上の測定値を持つ場合の

平均値は○印で、検出下限値未満の測定値を含む場合の平均値は△印で地図上に示した。その結

果、I-131 が検出されたと判断された箇所は 421 箇所であった。放射性セシウムに比べて地図上

のポイント数はかなり少ないが、I-131の分布状況が分かる程度の結果が得られた。 

 

(b) ヨウ素 131とセシウム 137の放射能濃度の比率 

図 4-17 は、I-131 と Cs-137 の放射能濃度の比率を計算してマップ化したものである。これを

見ると、他地域と比べて I-131 の比率が高い地域が福島第一原発の南側に存在することがわかる。

この地域と他地域における I-131の沈着の経緯が異なる可能性を示唆している。 

 図 4-18は、福島第一原発より緯度的に北に位置する調査地点（北方）、緯度的に南でかつ経度

方向で福島第一原発から 34 km 以西に位置する調査地点（南方内陸部）、緯度的に南でかつ経度

方向で福島第一原発から 34 km 以内に位置する調査地点（南方沿岸部）を分けて、I-131と Cs-137

の放射能濃度の比率を示したものである。北方及び南方内陸部にくらべて南方沿岸部の I-131 の

比率が高くなっている。なお、測定数は少ないが、3月 21日～23日の時期に文部科学省が行った

土壌の核種分析結果においても表 4-4に見られるように、同様の傾向が示されており、発電所か

ら南方向(広野町下北迫)で採取された土壌試料について、放射性セシウムに対する I-131の放射

能濃度の比率が高くなる傾向が示されていた。また、原子力機構東海研究開発センターにおいて

実施した、ダストサンプラー等を用いた空気中の放射性核種の測定結果においても、図 4-19 に見

られるように、同時期に I-131 の放射能濃度は高くなり、Cs-137 の放射能濃度に対する I-131の

放射能濃度に対する比率もそれまでの時期に比べて約 10～100倍程度にあがっていたことが確認

されている。今回の結果は、これらのデータとも矛盾しないものである。 

 図 4-18 を詳しく観察すると、I-131 の濃度は北方も南方も 2,000 Bq/m2以下の範囲に相当数の

データが収まっているのに対し、北方では南方に比べて Cs-137 の濃度が明らかに高めに出ている

傾向であることが確認された。このことは、南方で多量の I-131の沈着があったというよりも、

北方で多量の放射性セシウムの沈着があったことに起因して比率が変化したと考えられる。 

 I-131 と Cs-137 の放射能濃度比率が地域により異なることの解釈として、放射性プルームが放

出された時期の違いにより I-131 と Cs-137 の比率が異なり、南方へ流れたプルーム中の Cs-137

に対する I-131の放出量の比率が相対的に多かったとする説明、地域により沈着の仕方が異なり

北方で降雨沈着が顕著であったため、北方で土壌に沈着した Cs-137 の放射能濃度が増えたとする

説明等が考えられるが、今後、解析を進めこの原因を明らかにすることが必要である。 

 

(c) 今後の方針 

 I-131 の放射能濃度の分布状況は、事故直後の影響評価を行う上で重要な基礎データであるた

め、本調査で得られた I-131 の土壌濃度マップをさらに精緻化していくことが重要である。今後、

I-131 の土壌濃度マップの精緻化を図るために考えられる方法の一つは、文部科学省等が事故直

後に土壌試料を採取して I-131 の濃度の測定を行った複数のデータの利用である。土壌の採取方



1-67 

 

法や分析方法が本プロジェクトと異なるため、そのままデータを重ねることはできないが、条件

の違いを検討しつつ今回のデータと統合したマップを作成できないか検討することが必要である。 

 また、I-131 は短半減期のために現在は、直接 Ge半導体検出器で測定することはほぼ不可能で

あるが、その時同時に放出されたヨウ素の同位体で半減期の長い I-129（半減期：1.57×107年）

を定量し、この放射能濃度から I-131 の放射能濃度を推定できる可能性がある。同位体は化学的

な性質はほぼ同様であるため、I-129 と I-131 の原子炉からの放出比が時間であまり変化しなけ

れば、I-129 の定量結果から I-131 の量を推定できると考えられる。今回、一部の試料に対して

加速器質量分析法（AMS）を利用した I-129の定量を行ったが、試料数が少ないこともあり I-131

濃度との関係は明らかではなかった。今後、これまでに比較的高いⅠ-131の放射能濃度が検出さ

れており、同一調査箇所における各地点の放射能濃度の変動が小さい調査箇所の土壌試料につい

て、試料数を増やして I-129 と I-131 の放射能濃度の関係を明らかにし、本手法が有効であるこ

とが確認された場合には、I-129 測定による I-131の放射能濃度分布の推定を実施する。 
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図 4-16 ヨウ素 131の土壌濃度マップ 

（平成 23年 6月 14日時点に放射能濃度を換算） 
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図 4-17 セシウム 137の沈着量に対するヨウ素 131 の沈着量の比率の分布状況 
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(a) 福島第一原発より北方におけるヨウ素131とセシウム 137の沈着量の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 福島第一原発より南方内陸部（発電所より西側34km以遠）におけるヨウ素131とセシウム 137の沈着量の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 福島第一原発より南方沿岸部（発電所より西側34km未満）におけるヨウ素131とセシウム 137の沈着量の関係 

 

図 4-18 各エリアにおけるヨウ素 131 とセシウム 137 の放射能濃度の相関関係 
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表 4-4 文部科学省及び福島県による土壌の放射能濃度の測定結果 

（平成 23年 3月 21日～23日までの測定結果） 

 【2-4】（24km北）  南相馬市原町区高見町 3月21日　14:07 83,200 8,660 9.6 福島県
 【2-4】（24km北）  南相馬市原町区高見町 3月22日　13:35 21,300 4,230 5.0 福島県
 【2-4】（24km北）  南相馬市原町区高見町 3月23日　14:10 16,600 1,720 9.7 福島県

【3-1】（33km北西） 相馬郡飯舘村長泥 3月21日　9:45 43,000 4,700 9.1 文科省
【3-1】（33km北西） 相馬郡飯舘村長泥 3月22日　10:11 48,000 5,400 8.9 文科省
【3-1】（33km北西） 相馬郡飯舘村長泥 3月23日　11:10 200,000 45,000 4.4 文科省
【2-1】（36km北西） 相馬郡飯舘村八木沢 3月21日　12:32 207,000 39,900 5.2 福島県
【2-1】（36km北西） 相馬郡飯舘村八木沢 3月22日　12:00 256,000 57,400 4.5 福島県
【2-1】（36km北西） 相馬郡飯舘村八木沢 3月23日　12:25 135,000 32,200 4.2 福島県
 【2-2】（45km北西） 伊達郡川俣町 3月21日　12:10 157,000 16,500 9.5 福島県
 【2-2】（45km北西） 伊達郡川俣町 3月22日　11:00 38,900 4,720 8.2 福島県
 【2-2】（45km北西） 伊達郡川俣町 3月23日　11:30 44,600 6,010 7.4 福島県
【3-5】（47km北西） 伊達郡川俣町 3月23日　10:30 4,200 770 5.5 文科省

【3-6】（32km西北西） 双葉郡葛尾村上野川 3月23日　14:00 70,000 12,000 5.8 文科省
【35】(37km西北西) 二本松市田沢 3月21日　11:51 16,000 1,400 11.4 文科省
【35】(37km西北西) 二本松市田沢 3月22日　12:28 36,000 3,200 11.3 文科省

【3-14】（40km西北西） 伊達郡川俣町山木屋 3月21日　9:45 43,000 4,700 9.1 文科省
【3-14】（40km西北西） 伊達郡川俣町山木屋 3月22日　10:11 48,000 5,400 8.9 文科省
【3-4】（43km西北西） 二本松市太田 3月23日　11:08 33,000 8,600 3.8 文科省

 【2-3】（41km西） 田村市船引町船引 3月21日　12:30 3,000 390 7.7 福島県
 【2-3】（41km西） 田村市船引町船引 3月22日　11:30 7,290 1,290 5.7 福島県

【2-5】（39km西南西） 田村郡小野町小野新町 3月21日　13:40 4,830 910 5.3 福島県
【2-5】（39km西南西） 田村郡小野町小野新町 3月22日　11:40 3,220 466 6.9 福島県
【2-5】（39km西南西） 田村郡小野町小野新町 3月23日　12:50 6,430 1,590 4.0 福島県
【2-6】（43km南南西） いわき市平字梅本 3月21日　15:10 30,700 1,220 25.2 福島県
【2-6】（43km南南西） いわき市平字梅本 3月22日　13:50 1,960 23 85.2 福島県
【2-6】（43km南南西） いわき市平字梅本 3月23日　14:20 32,600 840 38.8 福島県

【3-7】（23km南） 双葉郡広野町下北迫 3月23日　13:00 69,000 2,600 26.5 文科省
【3-8】（23km南） 双葉郡広野町下北迫 3月23日　16:22 140,000 2,900 48.3 文科省

測定者I－131/Cs-137測定日時測定試料採取点
I－131 Cs-137

放射能濃度（Bq/kg)
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図 4-19 日本原子力研究開発機構東海研究開発センターにおける 

事故発生初期にダストサンプラー等を用いて測定された空気中の放射能濃度の測定結果 

 

 

(a）日本原子力研究開発機構東海研究開発センターで測定された 
空気中に含まれる（ガス状、粒子状）放射性物質の放射能濃度の経時変化 

(b）日本原子力研究開発機構東海研究開発センターで測定された 
空気中に含まれる各放射性物質の放射能濃度の比率の経時変化 
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4.5 テルル 129m 及び銀 110m の土壌濃度マップ 

4.5.1 テルル 129m及び銀 110mの核種分析結果とマップ化にあたってのデータの選択方法 

 本調査の開始時点では、土壌濃度マップ作成の直接の対象とした放射性核種は Cs-137、Cs-134、

I-131 の 3核種であったが、これらの核種以外にも、相当数の試料で Te-129m（半減期 33.6日）

あるいは Ag-110m（半減期 250 日）が検出されたため、これらについても土壌濃度マップを作成

することとした。 

 Te-129m あるいは Ag-110m については、半減期が短いかあるいは放出量が少ないために、統計

的に有意な結果が得られた試料の数は限定された。そのため、なるべく多くの地点のデータを基

にマップを作成することを目的に、I-131と同様の考え方でデータの処理と選択を行った。当初、

検出下限値以下の参考値が記入されていない測定結果が多く存在したため適切な平均値が得られ

ないと判断し、相当数の試料に対してエネルギースペクトルを見直し参考値を評価し直したため、

土壌濃度マップの完成が I-131 に比べて遅れた。 

 結果として、Te-129m について 798箇所で、Ag-110m については 349 箇所で測定結果を得ること

ができた。土壌濃度マップの作成にあたっては、減衰を考慮することにより第一期調査の最終日

である 6月 14日に濃度を換算した。 

 

4.5.2 テルル 129m及び銀 110mの土壌濃度マップの作成及び考察 

(a) テルル 129m及び銀 110m の土壌濃度マップの作成 

 図 4-20に Te-129m の土壌濃度マップを示す。これを見ると、Te-129m は、放射性セシウム、I-131

などの放射性核種と同様、北西方向に放射能濃度の高い地域があり、また郡山盆地と福島第一原

発から南方方向にも分布が広がっていることが確認された。 

また、図 4-21に Ag-110m の土壌濃度マップを示す。その結果、有意な測定結果が得られたのは

349 地点と少ないが、全体の分布傾向は放射性セシウム、I-131、Te-129m などの放射性核種と同

様の傾向で分布していることが確認された。 

 

(b) テルル 129m、銀 110m とセシウム 137 の放射能濃度の比 

図 4-22 は、Te-129m と Cs-137 の放射能濃度の比率を計算してマップ化したものである。これ

を見ると、Cs-137 に対する Te-129m の放射能濃度の比率の分布状況は、Cs-137 に対する I-131

の放射能濃度の比率の分布状況と近い傾向、すなわち南の方向に高い比率の地域が広がっている

ことが分かる。 

図 4-23(a)に、Te-129m と Cs-137 の放射能濃度の相関図を示すが、Te-129m と Cs-137 の放射能

濃度には一定の相関関係がある傾向が確認できる。 

また、図 4-23(b)～(d)において、福島第一原発より緯度が北の地域（北方）、緯度が南かつ海

岸から 28km 以内の地域（南方沿岸部）、緯度が南かつ海岸から 28km以遠（南方内陸部）の 3地域

に区分した相関図も示したところ、Cs-137 に対する Te-129m の放射能濃度の平均比率を比較する

と、南方沿岸部の比率が他の地域に比べて高い値を示す傾向がある。 

さらに、南方沿岸部の相関図をよく観察すると、比率の高い部分と低い部分が混在しており、

この結果として南方沿岸部の比率を引き上げていることがわかる。そこで、図 4-23(e)では、南
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方沿岸部のうちCs-137に対するTe-129mの放射能濃度の比率が高い地域の測定結果をさらに抽出

して示した。その結果、Te-129m は、南方沿岸部内でも明らかに他の地域と異なる傾向で分布し

ていることが示している。これらの事実は、放射性プルームの起源が北方、南方内陸部と南方沿

岸部で異なることを示唆するとともに、南方沿岸部内においても起源の異なる複数の放射性プル

ームにより沈着が生じた可能性を示している。 

 南方沿岸部の高い比率の地域（沿岸側）を除くと、Cs-137 に対する Te-129m の放射能濃度の比

率はほぼ 0.2 であり、北方、南方内陸部における Cs-137 に対する Te-129m の放射能濃度の比率と

ほぼ等しく、良い相関が見られることが分かる。このことは、放射性セシウムと Te-129m の挙動

がよく似ていることを示している。 

 Cs-137 に対する Ag-110m の比率を測定地点上にプロットしたマップを図 4-24 に示す。300 地

点とポイント数が少ないため確かなことは言えないものの、Te-129m と I-131 の場合は南方のみ

に高い比率の地域が存在するのに対し、Ag-110m については、沿岸部分全体に高い比率が観測さ

れているように見受けられる。ただし、図 4-25に Ag-110m と Cs-137 の濃度の相関図を示すが、

Ag-110m の放射能濃度の値が Te-129m と比較して低いこともあり、Cs-137 との相関関係は確認で

きなかった。 

 

 (c) テルル-129m と銀-110m の挙動について 

  チェルノブイリ原発事故時に関する報告書においては放射性セシウムに対するその他の放射性

核種の放射能濃度の比率は、概ね原子炉から遠方になるにつれて小さくなる傾向が確認されてい

るが、Te-129m については、距離に関係なくほぼ一定の比率で沈着しているという報告がある。

今回の測定値でも、Cs-137 と Te-129m の濃度は、図 4-23 に示すように、一部の地域を除いて全

般に良い相関を示すことが確認できる。放射性セシウム(沸点：671℃)と Te-129m（沸点:988℃）

はともに揮発性の元素であり、似た挙動で沈着したものと考えられる。 

他方で、Te-129m が大量に放出されたと評価されているのに対し、Ag-110m 放出量に関する公

式な評価は報告書にはほとんどない。チェルノブイリ事故後に環境中で Ag-110m が観測されたと

いう報告があるため、放出があったことはほぼ確かであると考えられるが、放出量の評価は行わ

れていない。 

 また、原子力安全・保安院が平成 23年 6月 6日に公表した「東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故に係る 1 号機、2 号機及び 3 号機の炉心の状態に関する評価について」における放

出量推定値の中にも Ag-110m に関するデータはない。従って、今回得られた Ag-110m の土壌濃度

マップは、Ag-110m の放出源情報を推定する上で、また線量評価の観点からも重要なデータとな

ることが予想される。 

 他方で、図 4-25 に見られるように、Cs-137 に対する Ag-110m の放射能濃度の比率を見ると、

大きくばらついていることから、放射性セシウムとは異なる挙動で沈着していることがわかる。

この理由としては、銀の沸点は 2164℃であるため、仮に銀が本事故において気体状で放出された

としても、それらは低温の大気に触れて急速に粒子化し、粒子状で環境に放出されたと考えられ

るほか、銀が炉内から放出された際の各原子炉におけるイベントの違いに伴い、Cs-137 や Te-129m

とは挙動が異なったものと考えられる。 
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 図 4-20 テルル 129mの土壌濃度マップ 

（平成 23年 6月 14日時点に放射能濃度を換算） 
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図 4-21 銀 110m の土壌濃度マップ 

（平成 23年 6月 14日時点に放射能濃度を換算） 
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図 4-22 セシウム 137に対するテルル 129mの土壌濃度の比率 
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図 4-23 セシウム 137とテルル 129m の土壌濃度の相関関係（その１） 

 

 

(a) 全体 
 

(b) 福島第一原発

より北方 

(c)  福島第一原発

より南方沿岸部 

テルル129m沈着量/セシウム137沈着量 
の平均値；  0.40 

北方

テルル129m沈着量/セシウム137沈着量 

の平均値；  0.23 

テルル129m沈着量/セシウム137沈着量 

の平均値；  0.88 

南方沿岸部
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図 4-23 セシウム 137とテルル 129m の土壌濃度の相関関係（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)福島第一原発

より南方内陸部 

(e)福島第一原発より

南方沿岸部のうち、 
特にテルル 129m の 
沈着量の比率が高い

地域(青囲み) 

Te-129m/Cs-137 の比率 平均 0．23 

Te-129m/Cs-137 の比率 平均 1.4 

テルル129m沈着量/セシウム137沈着量 

の平均値；  0.23 

南方内陸部

南方沿岸部

テルル129m沈着量/セシウム137沈着量 

の平均値；  １．４ 
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図 4-24 セシウム 137に対する銀 110mの放射能濃度の比率の分布状況 
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図 4-25 各エリアにおけるセシウム 137と銀 110mの土壌濃度の相関関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀110m沈着量/セシウム137沈着量 

の平均値；  0.0057 
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4.6 アルファ線放出核種及びベータ線放出核種の土壌濃度マップ 

4.6.1 試料の選択及び分析方法 

 福島県、その周辺地域で平成 23年 6月 4日から 7月 8日までに採取した土壌試料 100試料につ

いて、日本分析センターがアルファ線放出核種である Pu-238、Pu-239+240 及びベータ線放出核種

であるSr-89、Sr-90について放射化学分析を実施した結果を基に、Pu-238、Pu-239+240及びSr-89、

Sr-90 の土壌濃度マップを作成した。 

それぞれの測定結果は、Pu-238、Pu-239+240 については、U-8容器で採取した土壌試料のうち、

50g を放射化学分析し、シリコン半導体検出器を用いて測定し、分析に使用した試料の重量と U-8

容器の上部の表面積を用い換算して、単位面積あたりの放射能量（Bq/ｍ2）を求めた。検出下限

値は Pu-238、Pu-239+240 ともに、0.5Bq/ｍ2程度である。 

また、Sr-89、Sr-90 については、同じく U-8容器で採取した土壌試料のうち、30g を放射化学

分析し、低バックグラウンドベータ線測定装置を用いて測定し、分析に使用した試料の重量と U-8

容器の上部の表面積を用い換算して、単位面積あたりの放射能量（Bq/ｍ2）を求めた。検出下限

値は Sr-89で 300Bq/ｍ2程度、Sr-90で 40Bq/ｍ2程度である。 

土壌濃度マップの作成にあたっては、放射性セシウム等のガンマ線放出核種の土壌濃度マップ

と同様に、第一期調査の最終日である平成 23年 6月 14日に放射能濃度を換算した。 

 

4.6.2 プルトニウム及び放射性ストロンチウムの土壌濃度マップの作成及び考察 

(a) Pu-238、Pu-239+240 及び Sr-89、Sr-90 の土壌濃度マップの作成 

 図 4-26に Pu-238、Pu-239+240 が検出された箇所の放射能濃度をマップ化して示す。放射性セ

シウムの放射能濃度が高かった福島第一原発から北西方向において Pu-238、Pu-239+240 双方が検

出された箇所が存在する。 

 本調査で検出された Pu-238、、Pu-239+240 の放射能濃度の最大値は、Pu-238 で 4.0Bq/m2(浪江

町)、Pu-239+240 で 15Bq/m2 (南相馬市、20km 圏内の箇所) で、いずれも避難区域等に指定され

た福島第一原発に比較的近い箇所で観測された値である。なお、Pu-238、Pu-239+240 の最大濃度

は、文部科学省の「環境放射能水準調査」において、福島第一原発事故の発生前（平成 11～21

年度）に全国 47都道府県において観測されている土壌表層（0～5cm）における測定値の範囲（過

去の大気圏内核実験の影響の範囲：過去の Pu-238 の最大濃度 8.0Bq/m2、過去の Pu-239+240 の最

大濃度：220Bq/m2）に入るレベルであった。 

 しかしながら、平成 11～21 年度までの環境放射能水準調査で土壌表層において観測されている

Pu-239＋240（Pu-239 の半減期：2.41×104年、Pu-240 の半減期：6564 年）に対する Pu-238（半

減期：87.7 年）の放射能濃度の比率は、図 4-27 に示すとおり、全国平均で 0.026 程度であるの

に対して、本調査において Pu-238、Pu-239+240 双方が検出された 5箇所の調査箇所は 0.33～2.2

程度であり、事故発生前より比率が大きいことから、これらの 5箇所については、今回の事故に

伴い、新たに沈着したものと考えられる。 

また、Pu-239+240 は検出されていないものの、Pu-238 が検出された 1箇所の調査箇所について

も、Pu-239＋240 の検出下限値（約 0.5 Bq/㎡）に対して、Pu-238 の放射能濃度が大きいことか

ら、今回の事故に伴い、新たに沈着したものと考えられる。 
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図 4-28に Sr-89、Sr-90 が検出された箇所の放射能濃度をマップ化して示す。放射性ストロン

チウムも放射性セシウムと同様に、福島第一原発から北西方向に高い濃度の箇所が存在している

一方、福島県の中通りならびに福島第一原発から南方向にも Sr-89、Sr-90 が検出された箇所が存

在する。 

 本調査で検出された Sr-89、Sr-90 の放射能濃度の最大値は、Sr-89 で 22,000Bq/m2(浪江町)、

Sr-90 で 5,700 Bq/m2 (双葉町、20km 圏内の箇所) で、いずれも避難区域等に指定された発電所

に比較的近い箇所で観測された値である。 

しかしながら、Sr-89は半減期が 50.5 日（Sr-90 は半減期 28.8 年）であるため、本調査におい

て Sr-89が検出された箇所は、事故前の大気圏内核実験のフォールアウトの影響ではなく、今回

の事故に伴い、新たに沈着したものと考えられる。なお、本調査において、Sr-89 は不検出であ

ったものの、Sr-90が検出された調査箇所において検出された Sr-90の測定値は、事故発生前（平

成 11～21 年度）の「環境放射能水準調査」において、全国で観測されている土壌表層(0～5cm)

における Sr-90の測定値の範囲（2.3～950Bq/㎡）内に入るレベルであった。 

 

 (b) 放射性ストロンチウムと放射性セシウムの放射能濃度の比率  

Sr-89、Sr-90 双方が検出された土壌試料について、Sr-90 に対する Sr-89の放射能濃度の比率

を計算したところ、1.9～6.5（平均 4.0）であり、概ね両核種の比率は一定であった。 

他方で、Sr-89が検出された土壌試料について、Cs-137 に対する Sr-89の放射能濃度の比率に

ついて計算したところ、1/1,800（川内村）～1/5.3（相馬市）（平均：1/66）と大きくばらついて

いた。 

同様に、Sr-90が検出された土壌試料について、Cs-137 に対する Sr-90の放射能濃度の比率に

ついて計算したところ、1/6,300（浪江町）～最大値は 1/17（相馬市）（平均：1/389）と大きく

ばらついていた。 

なお、図 4-29に測定箇所ごとの Cs-137 に対する Sr-90 の放射能濃度の比率をマップ化したも

のを示す。その結果、20km 圏内及び発電所の北西方向は、その比率は小さいが、30から 80km 圏

内で比が大きいところも存在する。20km圏内に限って計算すると、平均値は 1/2,700 で、最大値

は 1/160（楢葉町）、最小値は 1/5,700（大熊町）と比較的、比率のばらつきが小さくなっている。 

本結果より、放射性セシウムに対する放射性ストロンチウムの比率は、福島第一原発の北方に

おいて最大値が確認され、20km 圏内及び放射性セシウムの放射能濃度が高くなる福島第一原発か

ら北西方向において比率が小さくなる傾向が確認された。放射性ストロンチウム及び放射性セシ

ウムの放射能濃度の分布は一様ではないことが確認された。 

次回の調査において、放射性セシウムに対する放射性ストロンチウムの放射能濃度の比率が大

きな箇所を中心に追加調査を行うとともに、放射性物質の移行状況調査や放射性プルームが原子

炉から放出した際の炉内状況の検証結果を通じて、放射性ストロンチウムの挙動について詳細に

検討する。 
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図 4-26 プルトニウム 238、プルトニウム 239+240 の土壌濃度マップ 

（平成 23年 6月 14日時点に放射能濃度を換算） 

※  ：福島第一原発事故に伴い、新たにプルトニウム238、239＋240が沈着したものと考えられる箇所 
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図 4-27 平成 11～21 年度までの環境放射能水準調査の結果（プルトニウム 238 とプルトニウ

ム 239＋240 の沈着量の関係） 

（平成 11 年～21 年までに採取された土壌 1,054 試料のうち、プルトニウム 238、プルトニウム

239+240 が検出された 252試料の測定結果を比較） 
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図 4-28 放射性ストロンチウムの土壌濃度マップ 

（平成 23年 6月 14日時点に放射能濃度を換算） 

※ ：福島第一原発事故に伴い、新たにストロンチウム89、90が沈着したものと考えられる箇所 
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図 4-29 セシウム 137に対するストロンチウム 90の放射能濃度の比 
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4.7 総合的な考察 

4.7.1 本調査で検出された放射性核種の影響 

4.7.1.1 IAEA-TECDOC-1162 の換算係数を用いた放射性核種ごとの 50年間積算実効線量 

本調査で検出された各放射性核種の被ばく影響について確認するため、IAEA-TECDOC-1162 に定

められた換算係数を用いることで、平成 23年 6月 14 日から 50年間、放射性核種が沈着した地表

面上に人間が留まると想定し、その期間における外部被ばく線量及び再浮遊に起因する預託実効

線量（以下、「50年間積算線量」という。）を算出した。結果は表 4-5のとおりである。なお、50

年間積算線量の算出に当たっては、放射性核種の崩壊、核変換ならびにウェザリングの効果が考

慮されている。加えて、放射性核種の再浮遊による吸入被ばくを安全側に評価するため、実際の

事故時において観測されているよりも安全側の再浮遊係数として 10-6m-1を用いている。 

 

（a） IAEA-TECDOC-1162 の換算係数を用いた放射性セシウムの最大濃度が検出した箇所の 50年

間積算実効線量 

本調査で検出された、平成 23 年 6 月 14 日時点における Cs-137 及び Cs−134 の最大濃度は

15,500,000 Bq/m2と 14,000,000 Bq/m2であり、この放射能濃度が検出された箇所に 50 年間滞在

した場合の 50年積算実効線量はそれぞれ 2,000 mSv と 710mSv であった。 

なお、Cs-134 及び Cs-137 の放射能濃度が等しいと仮定した場合、表 4-2 に示す

IAEA-TECDOC-1162 にある周辺線量率への換算係数から、空間線量率への寄与の比は Cs-134 と

Cs-137 でおおよそ 7:3となる。これは、Cs-137 では 1回の崩壊で 662keV のガンマ線を 85％の割

合で放出するのに対し（正確には放射平衡にある Ba-137m が放出）、Cs-134 では約 600keV から約

1,370keV のエネルギーを有する複数のガンマ線を総計で 200％以上の割合で放出することに起因

する。しかし、半減期は、Cs-134 が約 2年であるのに対し、Cs-137 は約 30年であるため、50年

間積算線量の値は Cs-137 の方が高くなる。 

 

（b） IAEA-TECDOC-1162 の換算係数を用いたヨウ素 131の最大濃度が検出した箇所の 50年間積

算実効線量 

本調査で検出された、平成23年6月 14日時点におけるI-131の最大放射能濃度は55,000 Bq/m2

であったが、沈着時からの物理的な減衰により、本調査時では I-131 の沈着量は放射性セシウム

の沈着量に比べて著しく低い放射能濃度となった。 

なお、I-131 の最大濃度が検出された箇所に 50 年間滞在した場合における 50 年積算実効線量

を計算したところ、0.015 mSv であった。 

 

（C） IAEA-TECDOC-1162 の換算係数を用いたテルル 129m、銀 110mの最大濃度が検出した箇所の

50年間積算実効線量 

 本調査で検出された、平成23年6月14日時点における最大濃度はTe-129mで2,660,000 Bq/m2 、

Ag-110m で 83,200 Bq/m2であったが、これらはいずれも発電所から数㎞以内で観測された値であ

る。この最大濃度と IAEA-TECDOC-1162 に示された線量換算係数を用いて、50 年間積算実効線量

を計算したところ、この放射能濃度が検出された箇所に 50年間滞在した場合の 50年間積算実効
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線量はそれぞれ 0.6 mSv 及び 3.2 mSv であった。 

 

（d） IAEA-TECDOC-1162 の換算係数を用いたプルトニウム 238、プルトニウム 239+240、ストロ

ンチウム 89、及びストロンチウム 90の最大濃度が検出した箇所の 50年間積算実効線量 

 本調査で検出された、平成 23 年 6 月 14 日時点における最大濃度は、Pu-238 で 4.0Bq/m2、

Pu-239+240 で 15 Bq/m2であり、Sr-89で 22,000Bq/m2、Sr-90で 5,700 Bq/m2であった。 

このプルトニウム及び放射性ストロンチウムの最大濃度と IAEA-TECDOC-1162 に示された線量

換算係数を用いて 50 年間積算実効線量を計算したところ、この放射能濃度が検出された箇所に

50年間滞在した場合の50年間積算実効線量は、Pu-238及びPu-239+240では0.027 mSv、0.12 mSv、

Sr-89 及び Sr-90 では 0.00061 mSv、0.12 mSv であった。 

 

表4-5 各放射性核種の最大濃度が検出された箇所に50年間滞在した場合の外部被ばく線量及び

吸入被ばくによる預託実効線量の合計値 

*1：平成 23年 6月 14 日時点に換算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核種名 半減期 
最大濃度*1 

(Bq/m2) 

50 年間の積算実効線量 

換算係数 

(mSv/kBq/m2) 
計算結果(mSv) 

Cs-134 2.065 年 1.4×107 5.1×10-2 710 

Cs-137 30.167 年 1.5×107 1.3×10-1 2000(2.0Sv) 

I-131 8.02 日 5.5×104 2.7×10-4 0.015 

Sr-89 50.53 日 2.2×104 2.8×10-5 0.00061(0.61μSv) 

Sr-90 28.79 年 5.7×103 2.1×10-2 0.12 

Pu-238 87.7 年 4.0 6.6 0.027 

Pu-239+240 2.411×104年 15.0 8.5 0.12 

Ag-110m 249.95 日 8.3×104 3.9×10-2 3.2 

Te-129m 33.6 日 2.7×106 2.2×10-4 0.6 
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4.7.1.2 各放射性核種による現状の空間線量率、及び 50年間積算実効線量への寄与度合い 

全調査地点のうち空間線量率が 0.1～5μSv/h の範囲で、かつ測定した空間線量率と土壌濃度か

ら評価した空間線量率が比較的よく一致する地点 43箇所を選び、平成 23年 6月 14日時点での空

間線量率へのガンマ線放出放射性核種ごとの寄与度合いを IAEA-TECDOC-1162 の線量換算係数を

用いて評価したところ、Cs-134 が約 70％、Cs-137 が約 30％を占め、Te-129m、Ag-110m の寄与は

1％以内であることが明らかになった。 

また、先の表 4-5 に示したように、これらの放射性核種について 50年間の積算実効線量を評価

したところ、Cs-137 が全体の 74％を占め、Cs-134 が 26％、その他の核種の寄与は 1％以下であ

った。ちなみにプルトニウム及びストロンチウムに関しては、今回観測された最大濃度を想定し

てみても、50年間の積算線量は Cs-137 の 1％以下であり、放射性セシウムに比べて、経口摂取に

よる内部被ばくを無視すると、大きな問題にならない程度であることが確認された。 

 

4.7.2 チェルノブイリ原発事故による放射性物質の影響との比較 

(1) 福島第一原発事故に伴う大気中への放射性物質の放出量に関する考察 

放射性物質が、大量かつ広範囲に放出された過去の事例として、チェルノブイリ原発事故があ

る。本調査では放射能濃度のみ測定しているが、事故の影響範囲の比較のため、IAEA 及び UNSCEAR

の報告書に記されているチェルノブイリ原発事故時の大気中へのI-131及びCs-137の放出量と原

子力安全委員会及び原子力安全・保安院が発表している福島第一原発からの両核種の推定放出量

について比較した。その結果、表 4-6 のように、福島第一原発事故による放出量は、 

・I-131 では 1.3×1017 (Bq)または 1.5×1017 (Bq)  

・Cs-137 では 1.1×1016 (Bq)または 1.2×1016 (Bq) 

となっており、チェルノブイリ原発事故における UNSCEAR 及び IAEAの報告書に示されている数値

I-131：1.8×1018(Bq)、Cs-137：8.5×1016(Bq)と比較すると、I-131は概ね 1/11、もしくは 1/14、

Cs-137 は 1/6、1/8程度であったと推定されている。 

 

(2) 土壌に沈着した放射能濃度に関する考察 

 IAEA 及び UNSCEAR によるチェルノブイリ原発事故の報告書においては、チェルノブイリ原発周

辺における I-131の土壌への沈着状況を示す詳細なマップが掲載されていないため、本調査の測

定結果と比較できないが、Cs-137 の放射能濃度については、図 4-30 のように、チェルノブイリ

原発の周辺の旧ソ連 3カ国（ロシア連邦、ベラルーシ共和国、ウクライナ）やヨーロッパ全域に

ついて、事故発生後から 3年 8ヶ月後における沈着量を沈着量の範囲ごとに四つに区切って表示

された土壌濃度マップが公開されている。 

その他、Sr-90及び Pu-239+240 についても、Cs-137 と比較して対象地域は狭い範囲であるが、

図 4-30(c)及び(d)のように土壌濃度マップが公開されている。 

そこで、公開されているチェルノブイリ原発の周辺地域の土壌濃度マップと本調査で測定され

た放射性核種ごとの放射能濃度の分布状況を比較した。 

 

1）セシウム 137の沈着状況に関する考察 
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Cs-137 の放射能濃度については、チェルノブイリ原発事故では図 4-30(a)に見られるように、

Cs-137 の沈着量が 1,480kBq/m2 を超える範囲（朱色の部分）が、チェルノブイリ原発から 30km

圏内の他、チェルノブイリ原発から 250km程度離れた地域でも確認されている。 

他方で、本調査における当該範囲の放射能濃度は、福島第一原発周辺の 34箇所で確認されてお

り、福島第一原発から最も遠い箇所は、福島第一原発から 32.5km 程度離れた箇所(浪江町)であっ

た。 

また、チェルノブイリ原発事故では図 4-30(b)に見られるように、Cs-137 の沈着量が 40kBq/m2

を超える範囲（濃いオレンジ色の部分）がチェルノブイリ原発から 1,700km 程度離れたノルウェ

ーでも確認されているが、平成 23年 11月 5日の放射能濃度に換算した東日本全域における航空

機モニタリングの測定結果（図 4-31）においては、40 kBq/m2 より多少低い放射性セシウムの沈

着量が 30kBq/m2を超える範囲（灰色の部分）が福島第一原発から 250km程度の圏内にしか確認さ

れていない。 

以上から、Cs-137 の沈着状況についてチェルノブイリ原発事故と本事故を比較したところ、発

電所近傍における Cs-137 の放射能濃度はチェルノブイリ原発事故と比べて小さいとは言い切れ

ないものの、チェルノブイリ原発事故による環境中への放出及び影響範囲は、福島第一原発事故

の影響範囲に比べてはるかに大きいことが確認された。 

なお、図 4-31の航空機モニタリングの測定結果から、チェルノブイリ原発事故後にマップ化し

た 40kBq/m2とほぼ近い値となる 30kBq/m2以上の沈着量を示す地域が、群馬県、栃木県、茨城県、

千葉県等でも航空機モニタリングより確認されている。そこで、今後、このような地域について

も詳細な放射性物質の影響を確認するため、土壌に沈着した放射性セシウムの放射能濃度の測定

及び空間線量率の測定を実施することが必要となる。 

 

2）ストロンチウム 90、プルトニウム 239+240 の沈着状況に関する考察 

本調査の結果、Sr-90の沈着量の最大値（5.7kBq/m2）は、福島第一原発から 4.9km と発電所近

傍で確認された。また、Pu-239+240 の放射能濃度の最大値（15Bq/m2）は福島第一原発から 18km

で確認された。 

他方で、チェルノブイリ原発事故時においては、図 4-30(c)及び(d)に見られるように、Sr-90

の放射能濃度が 111kBq/m2を超える地域、Pu-239+240 の放射能濃度が 3.7kBq/m2超えている地域

は発電所から 30km境界付近でも確認されている。 

以上から、福島第一原発の事故による Sr-90、Pu-239+240 の環境中への放出及び影響について

は、チェルノブイリ原発事故と比較して限定的であったと考えられる。 
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表 4-6 福島第一原発事故とチェルノブイリ原発事故における I-131及び Cs-137 の大気放出量 

*1：東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る 1号機、2号機、3号機の炉心の状態に  

関する評価について（平成 23年 6月 6日（平成 23年 10月 20日一部修正） 

*2：原子力安全委員会発表（平成 23年 8月 24 日） 

 

 

    

 

 

放射性核種 

福島第一原発の事故での推定放出量(Bq) チェルノブイリ原発事

故での放出量 

(Bq) 

原子力安全・保安院*1 原子力安全委員会*2 

I-131 1.6×1017 1.3×1017 1.8×1018 

Cs-137 1.5×1016 1.1×1016 8.5×1016 
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図 4-30 IAEA の作成したチェルノブイリ原発事故の影響による放射性核種の土壌濃度マップ 

（事故発生後 3年 8ヶ月後の土壌濃度マップ）（その 1） 

[ATLAS of caesium deposition on Europe after the Chernobyl accident. EUR 16733] 

（a)チェルノブイリ事故に伴う、ロシア連邦、ベラルーシ共和国、ウクライナのセシ

ウム137の沈着状況（1989年12月換算） 

（b)チェルノブイリ事故に伴うヨーロッパ全域におけるセシウム137の沈着状況（1989

年12月換算） 
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図 4-30 IAEA の作成したチェルノブイリ原発事故の影響による放射性核種の土壌濃度マップ 

（事故発生後 3年 8ヶ月後の土壌濃度マップ）（その 2） 

[The International Chernobyl Project. Assessment of radiological consequences and evaluation of protective 

measures.Technical Report. IAEA, Vienna (1991).] 

 

 

 

 

(c) チェルノブリ原発周辺の

ストロンチウム 90 の沈着状況 
(d) チェルノブリ原発周辺の 
プルトニウム 239＋240の沈着状況 
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図 4-31 東日本全域における航空機モニタリングの測定結果 

（地表面に沈着したセシウム 137の放射能濃度）について（11月 5日換算） 
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4.7.3 将来的な影響 

土壌濃度マップの作成において、物理的な減衰を考慮し、放射能濃度の換算の基準日とした平

成 23年 6月 14日時点では、放射性セシウムの Cs-134 と Cs-137 の放射能濃度の比率はほぼ等し

かった。また、4.7.1 で前述したように、この時点における土壌に沈着した放射性核種ごとの空

間線量率への寄与は、Cs-134 が 7割、Cs-137 が 3割程度であることが確認されている。 

そこで、今後の Cs-134 と Cs-137 の物理的減衰に着目し、両核種の物理的半減期、

IAEA-TECDOC-1162 に定められた空間線量率（周辺線量当量率）への換算係数より、将来の放射性

物質の影響について試算することとした。 

その結果、平成23年6月14日時点でCs-134とCs-137の放射能濃度が等しいと仮定した場合、

図 4-32に示すとおり、放射能濃度と空間線量率の減衰傾向は、若干異なると予想される。例えば、

平成 23年 6月中旬時点の値の半減値となるのは、空間線量率では 3～4年後、放射能濃度では約

6年後となる。 

 なお、図 4-32 に示す傾向は、風雨等の自然現象あるいは除染による放射性物質の沈着状況の変

化による効果を含んでいない。 

除染活動に伴う放射線量の減少は、モニタリングによる除染効果の調査等で確認できるが、自

然現象に伴う放射性核種の移行については、今後、福島第一原発事故の影響を受けた地域での実

地調査、研究により解明していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-32 放射性セシウムによる放射能濃度、空間線量率の将来予測 

      （*:グラフ中の放射性セシウムは、起算日の段階でセシウム 134 とセシウム 137 

      の放射能濃度の数値が等しいと仮定） 
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５. 放射線量等分布マップ拡大サイトの公開と放射線量等データベースの構築 

 

5.1 データ公開の基本的考え方 

福島第一原発から放出された放射性物質による各調査箇所における空間線量率、放射性核種の

沈着状況等の影響を詳細に確認できるようにすることを目的として、作成した放射線量等分布マ

ップ及び走行サーベイマップ並びに、文部科学省が実施している様々なモニタリングの結果を広

く公開することとした。 

公開データの利用者は、空間線量率、放射性核種の放射能濃度等の状況を定性的に把握したい

多くの一般的な利用者、及び数値データを用いて放射性物質の影響の解析、予測等を実施したい

研究者の二つに分類されると推定される。 

そこで、空間線量率、放射性核種の放射能濃度等を文部科学省の HPや放射線量等分布マップ拡

大サイトで公開すると同時に、数値データをデータベースから利用可能な状態で公開することに

より、いずれの利用者のニーズにも対応できるよう、データベースの構築を検討した。 

 

5.2  放射線量等分布マップ拡大サイトの公開 

5.2.1 放射線量等分布マップ拡大サイトのシステム構成 

放射線量等分布マップ拡大サイトは、福島第一原発から放出された放射性物質の影響を詳細

に確認することを目的として、計測・分析データをマップ化した結果を提供するものである。そ

のため、放射性物質の影響を詳細に確認することを可能とするため、空間線量率や放射能濃度の

分布状況を自在に拡大して表示できるマップ拡大表示機能を提供している。 

また、本サイトは、図 5-1 に示すように、背景地図データを提供する背景地図サーバ、放射性

物質の影響を提供する放射線量等分布マップサーバ、及び両者の情報の重ね合わせに必要なマッ

プ作成情報を提供する重ね合わせサーバという三つのサーバにより構成されている。これらのサ

ーバが連携して処理することにより、マップ拡大表示機能を実現している。 

 

5.2.2 公開に向けた検討 

公開時には本サイトに対する高い関心が予想されたことから、公開に先駆けて負荷テストを実

施した。負荷テストの内容は、日本地図センターサイト、原子力機構柏サイト、原子力機構東海

サイト、マップサイト運用担当業者サイトの四つのサイトからマップサイトに対し、サーバに負

荷をかけるツールである Siege を用いて一斉にアクセスを行うこととした。 

負荷テストでは、1日に最大 50,000 人のアクセスが発生することを想定し、20分間にわたり、

四つのサイトから一斉にアクセス負荷をかけた。その結果、地図と分布マップの重ね合わせ処理

を行う重ね合わせサーバの負荷過多により 20％程度のアクセスにおいて接続が切れる障害が発

生することが判明した。 

そこで、本課題を解決するために、これまで動的に実施していた背景地図と放射線量等分布マ

ップの重ね合わせ処理をやめ、事前に重ね合わせ処理を行っておくことで、重ね合わせサーバの

負荷を軽減することとした。同時に、マップ拡大表示機能だけではなく、マップを PDFファイル

化し、ダウンロード可能とする PDF ダウンロード機能も提供することで、マップ拡大表示機能に
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対する負荷の分散を試みた。 

その結果、前回と同様に四つのサイトから本サイトに対して一斉にアクセスを行う負荷テスト

を実施し、1日に最大 100,000 人のアクセスが発生することを想定して 20分間のアクセス負荷を

実施したところ、表 5-1にあるように、エラーの発生は、わずか 0.0001％に抑えられ、事前に重

ね合わせ処理を行っておくという対策の有効性を確認できた。また、PDF ファイルをダウンロー

ドする際に発生する通信トラフィックの検証も実施し、1日最大 10万件のダウンロードが発生し

てもネットワーク的に問題ないことを確認した。 

 

5.2.3 公開状況と考察 

本サイトは平成 23年 10月 18日に公開した (図 5-2 参照) 。（http://ramap.jaea.go.jp/map/）

公開後 10日間で 30万人を超えるアクセスがあり、サーバに対する総リクエスト数は 1億 1千万

を超えたが、サイトは問題なく稼働した。なお、最もアクセスが集中したのは公開後 3日目（平

成 23年 10月 20日）であり、98,644 人のアクセスが記録された。10日間の利用者の内訳は、拡

大サイト利用者が約 22万人、PDFダウンロードサイト利用者が約 11万人で、1/3 の利用者が PDF

のダウンロードを行っていることが確認された。アクセスログ詳細を解析したところ、当初想定

された PCからのアクセスだけではなく、スマートフォンやスマートパッド等、多様なメディアか

らのアクセスが記録されており、これらのメディアから PDF をダウンロードし、結果を表示して

分布状況を確認したことが推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 放射線量等分布マップ拡大サイトシステム構成 

 

表 5-1 負荷テスト実施結果 

 総リクエスト数 成功数 失敗数 

改修前テスト 417,259 330,165 87,094 

改修後テスト 739,331 739,330 1 
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(a) 放射線量等分布マップ拡大サイト（トップページ） 

 

(b) 放射線量等分布マップ拡大サイト PDF版（トップページ） 

図 5-2 放射線量等分布マップ拡大サイトについて（その１） 
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(c) 放射線量等分布マップ拡大サイトの測定結果の重ね合わせ機能 

（第 3次航空機モニタリングの測定結果及び本調査の測定結果（土壌採取箇所での空間線量率

の測定結果、走行サーベイの測定結果）を重ね合わせている） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 放射線量等分布マップ拡大サイトについて（その２） 

 

拡大版 拡大版 
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5.3 データベースの構築 

5.3.1 データベースの設計方針 

本データベースに格納される測定結果は、放射性物質の分布状況の把握や今後の除染活動計画

等にとって重要であるばかりでなく、社会的にも大きな影響を与えうるものである。したがって、

データ公開に先駆けて、限られたメンバーによる測定結果等の精査が必要であり、公開前のデー

タが漏洩することがあってはならない。一方、公開後は広く一般にデータを利用可能にすべきで

あるが、その際にもデータが改竄されたり、遺失したりするようなことがあってはならない。 

そこで、図 5-3 に示すように、これらの要求を満足するために、事業参画機関や自治体等が

公開前のデータを確認、検証するためのアクセス制限付きデータベース、及び広く一般にデータ

を配信する一般公開データベースの 2種類のデータベースを開発した。 

アクセス制限付きデータベースは、電子認証技術を用いることにより、公開前のデータの漏洩

を防ぎつつ、十分に入力する測定結果を確認できるようなシステムとした。電子認証技術は、公

開鍵暗号化方式を利用したセキュリティ基盤を基にした方式により、電子商取引などに用いられ

ているほか、指紋、虹彩など生体情報を利用した方式があるが、本データベースへのアクセス制

限に際しては、セキュリティ技術に不慣れな者がアクセス主体となることから、利用が容易であ

る Secure ID 認証トークンによるワンタイムパスワード発行方式を採用することとした。 

一方、公開データベースにおいては、広く一般に情報を公開する必要があることから認証機構

は特に設けない代わりに、データの改竄、遺失を防ぐため、データベース本体に直接アクセスさ

せないよう、公開データをデータベースから切り出してファイルとして格納しておき、ファイル

をダウンロードすることによりデータを取得する方式を採用した。 

 

5.3.2 格納データの設計 

データベースに格納されるデータの設計においては、 (1) 走行サーベイによる連続的な空間

線量率の測定結果及びその付帯情報、(2) 土壌試料採取箇所における空間線量率の測定結果及び

その付帯情報、(3) 土壌試料の核種分析結果及びその付帯情報、(4) 河川、井戸水等の試料の核

種分析結果及びその付帯情報の 4種類のデータを対象として作業を実施した。 

設計にあたっては、今後も種々の測定・分析データが格納されることが予想されるため、デー

タベースの拡張性を重視して設計を行った。格納されるデータは、空間線量率、放射能濃度の測

定結果及びその両者に共通する日時/座標データを基本データとして定義し、上記 4種類のデータ

を基本データに関連付けられた派生データとして定義した。このような方針で測定・分析データ

を設計することにより、今後、例えば航空機モニタリングによる空間線量率の測定結果等を登録

する際にも、他のデータに影響を及ぼすことなく比較的容易に設計が可能となるばかりでなく、

空間線量率や放射能濃度に関するデータ形式が共通化されるため、異なる手段による測定結果の

比較が容易になる。 

 

5.3.3 アクセス制限付きデータベースの構築 

アクセス制限付きデータベースでは、5.3.1 で前述した Secure ID を用いた認証機構を活用し

て公開前データの漏洩や遺失を防止する一方、図 5-4 に示すように、ウェブブラウザを用いて放
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射線量等測定・分析結果データベースに格納されている詳細なデータを検索する機能、検索結果

を表示する機能、及びそれらをダウンロードする機能を提供することとした。 

検索機能においては、ユーザが使用しやすい総合検索画面を設計し、8種類のカテゴリに分類

した詳細な検索条件（福島第一原発からの距離指定、対象地域の指定、測定結果の範囲指定等）

を基に、容易に検索できるようにした。 

検索結果の表示においては、本調査の測定結果等の情報量に加え、入力するデータ項目自体が

膨大になるため、収集されたデータの実装に際しては、利用者が必要に応じて表示するデータ項

目を制御できる表示項目設定機能を実装した。 

検索結果のダウンロードにおいては、データ圧縮などネットワークを介して結果を転送する処

理に適したファイル形式である PDF フォーマット、及びプログラムを用いたデータ解析に適した

ファイル形式である CSVフォーマットの２種類の形式のファイルを自動生成し、ダウンロード可

能とする機能を実現した。 

 

5.3.4 一般公開用データベースの構築 

一般公開用 Webシステムは、アクセス制限付きデータベースを用いて精査されたデータを広く

一般に公開するためのデータベースと位置付け、図 5-5に示すように、ブラウザを用いて本デー

タベースにアクセスすることにより、特にアクセス制限を課すことなく自由にデータの閲覧、ダ

ウンロードを可能とする機能を提供した。 

また、本データベースは、放射性物質の分布状況等の解析のためにデータをダウンロードする

ことが主たる利用形態の一つであると想定されることから、プログラムを用いたデータ解析に適

したファイル形式である CSV フォーマットに加え、複雑なデータが柔軟に解析可能であることか

ら最近のデータ処理において主流となりつつある XML フォーマットのファイルも作成し、目的に

応じて、それらをダウンロード可能とする機能を実現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 データベースシステム構成 
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図 5-4 放射線量等データベース（アクセス制限付きデータベース）における総合検索画面 
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図 5-5 放射線量等データベース（一般公開用データベース）におけるデータ表示例 
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６. まとめ 

 

文部科学省は、平成 23 年度 科学技術戦略推進費によるプロジェクト「放射性物質による環境

影響への対策基盤の確立」の一環として、福島第一原発事故の影響を確認するため、地表面から

1mの高さの空間線量率マップ、及び土壌に沈着した放射性核種ごとの放射能濃度の分布状況を示

した土壌濃度マップを作成することとした。本マップは、文部科学省からの委託により、原子力

機構を中心に多くの大学や研究機関の協力のもと調査された結果を基に、文部科学省に設置した

「放射線量等分布マップの作成等に係る検討会」の委員による妥当性確認を経た上で作成された。 

本調査は、福島第一原発事故により相当量の放射性物質が大気中に放出されことに伴い、本事

故による被ばく線量の評価、環境への影響評価、避難した住民の帰還の判断、除染の判断等に用

いる信頼性の高い基礎データを早急に取得することを目的に実施した。 

そのため、統一した信頼性のある試料採取方法、測定方法、分析方法を定めた上で、福島第一

原発の周辺における詳細かつ広域の調査を行うこととした。また、事故初期の被ばくにおいて重

要な核種であるが、短半減期のため測定が困難になることが予想された I-131 を検出すること、

また、梅雨の降雨に伴い、地表面からの放射性物質の流出が起きる前の初期状態を把握すること

を目的として、平成 23年 6月 4日～７月 8日と短期間で調査を実施した。 

 調査対象範囲は、それまでに実施していた航空機モニタリングやその他の環境モニタリングの

結果を参考にして、福島第一原発から 80km 圏内を 2km メッシュに、80〜100km の範囲 及びその

範囲外の福島県内を 10kmメッシュに分割し、各メッシュ内で調査箇所を 1箇所定め、それぞれの

箇所で原則 5個の土壌試料を採取するとともに、同箇所で地表面から 1mの高さの空間線量率の測

定を行った。 

調査にあたっては、大阪大学及び筑波大学が中心となり現地調査の基盤整備を行ったこと、及

び大阪大学の呼びかけにより、全国から 94の大学等の研究機関から 409 名の調査参加者が集まっ

たことが調査実施の原動力となった。 

その結果、本調査では、福島第一原発から 100km 圏内及びその圏外の福島県において、約 2,200

箇所約 11,000 個の土壌試料を採取することができた。 

採取した土壌試料は、日本分析センター、東京大学他、全 21 機関において、Ge 半導体検出器

を用いて、ガンマ線放出核種の核種分析が行われた。日本分析センター以外の分析機関における

測定に関しては、東京大学が試料の分配から測定結果の取りまとめまで一貫して統括するととも

に、核種分析の統計的考察を担当した。この分析結果を基に Cs-134、Cs-137、I-131、Te-129m、

Ag-110m の五つのガンマ線放出核種の沈着量（単位面積当たりの放射能量）をプロットした土壌

濃度マップを完成した。放射性セシウムに関しては全ての調査箇所で統計的に有意なデータが得

られたが、その他の核種については統計的に有意なデータが得られないケースが存在したため、

一定の整理のもと、放射性核種が検出されたと判断された箇所について最も確からしい放射能濃

度を求めてマップ化することとした。 

 いずれの核種についても、福島第一原発から北西方向に高い放射能濃度の沈着が認められたが、

郡山盆地周辺の地域にも相対的に高い放射能濃度の地域が存在した。Cs-134、Cs-137 の放射能濃

度の比率はどの箇所においてもほぼ一定であり、両核種の挙動が同様であることを示す結果が得
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られている。 

一方、その他の放射性核種の放射性セシウムに対する放射能濃度の比率はそれぞれ特徴があり、

放射性核種による挙動の違い、沈着の経緯の違い等を示唆する結果となっている。I-131 と

Te-129m は福島第一原発から南の方向の沿岸地域において、放射性セシウムに対する放射能濃度

の比率が高い地域が存在するが、Te-129m については、南方向沿岸地域内に比率の高い地域と低

い地域が存在することが分かった。また、Ag-110m については、南方向に加えて北方向において

も放射性セシウムに対する放射能濃度比率の高い地域があるように見受けられる。 

 このように、放射性セシウムの放射能濃度に対する各核種の沈着量の比率の分布状況が核種ご

とに異なる理由としては、土壌への放射性核種の沈着の経緯が地域ごとに異なることを示唆する

ものである。福島第一原発からの放射性物質の放出イベントは複数回あったと考えられており、

また、放出された放射性プルームが放出時期により方向を変えて複雑に流れたことが大気拡散計

算等により推測されている。本調査で得られた、広域にわたる複数の放射性核種の沈着量の分布

状況の結果は、今後、放射性プルームの挙動や土壌への放射性物質の沈着の経路を解明するため

の重要な基礎データとなることが期待される。 

 その他、約 2,200箇所の調査箇所のうち、100箇所について、ベータ線放出核種である Sr-89、

Sr-90、及びアルファ線放出核種である Pu-238、Pu-239+240 の核種分析を実施した。その結果、

事故前で観測された Pu-238 の Pu-239+240 に対する放射能濃度の比率の違いや半減期が短い

Sr-89 が検出されたことから、明らかに福島第一原発事故に起因すると考えられる測定値が、本

調査範囲で確認された。しかし、その測定結果は大きなものではなく、プルトニウムに関しては、

事故前に観測された大気圏内核実験によるフォールアウトの Pu238、239+240 の放射能濃度に比べ

ても小さく、また、Sr-90の Cs-137 に対する比率も平均で 1/300 以下と大きな値ではなかった。 

 また、IAEA の技術報告書 IAEA-TECDOC-1162 に示された線量換算係数を用いて、検出された放

射性核種が今後 50 年に与える外部被ばく線量と再浮遊による吸入による内部被ばく線量を評価

した。その結果、Cs-137 が被ばく評価において最も影響が大きく、続いて Cs-134 が影響が大き

いものの、その他の放射性核種による被ばく線量は、放射性セシウムに比べて十分に小さいと評

価された。また、現在の空間線量率への各核種の寄与について 50地点程度をランダムに選んで評

価した結果、6月14日現在でCs-134による線量が平均で約70％、Cs-137による線量が約30％で、

その他の核種による線量は 1％以下であることが分かった。以上の結果から、今後の線量評価、

除染活動等は放射性セシウムを対象に行うことが重要であることが確認された。 

 空間線量率に関しては、土壌試料を採取した全ての箇所で測定した地表面から 1mの高さの空間

線量率、ならびに、走行サーベイによる広域線量率分布の２種類のマップを作成した。双方とも、

基本的に NaI サーベイメータを使用したが、前者に関しては 30μSv/h以上の高線量率地域では電

離箱式サーベイメータを用いた。いずれの検出器に関しても校正が適切に行われていることを確

認するとともに、調査の直前にメーカーによる機器のチェックを行い、信頼性の高い測定値が得

られることを確認してから測定を実施した。 

 走行サーベイに関しては、乗用車内で測定された空間線量率データを車外の地表面から 1mの高

さにおける空間線量率の測定値に換算するために、空間線量率の異なる理想的な地点で測定され

た校正定数を使用した。また、道路上の測定結果が周辺地域の空間線量率の分布状況をどの程度
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反映しているか、福島県が実施した校庭の空間線量率との比較・検討を行い、走行サーベイによ

り空間線量率の測定結果が周囲の空間線量率を反映していることが確認された。 

 得られた 2種類の空間線量率マップは、セシウムの土壌濃度マップと同様の分布傾向を示した。

地表面から 1mの高さの空間線量率の測定結果は平均 2km程度の間隔で、また、走行サーベイデー

タは数 100m の間隔での詳細な空間線量率の分布状況に関する情報を取得できた。これらのマップ

により、今回の事故による放射性物質の影響に関するいくつかの知見が得られた。福島第一原発

に近い高い空間線量率の箇所においては、数 100 m 程度の近い距離においても空間線量率が急激

に変化する場合があり、チェルノブイリ原発事故と同様に、空間線量率についても事故に伴う放

射性物質に特有の分布状況を示していることが確認できた。 

 また、空間線量率の測定結果を三次元地図上に測定結果を重ねて観察することにより、地形と

汚染状況の関係も明らかになった。福島第一原発から北西の山岳地帯においては、尾根を挟んで

空間線量率が顕著に異なる部分があり、放射性プルームが山頂を迂回して流れた様子が確認でき

た。また、郡山盆地における空間線量率は、両側の山岳地帯に向かって海抜高度が高くなるにつ

れて低くなる傾向を示している。詳しくは今後の解析が必要であるが、この結果は放射性プルー

ムが盆地内の比較的低い高度を通過したか、あるいは盆地内でのみ強い降雨があった可能性を示

唆するものである。 

 本事故とチェルノブイリ原発事故による放射性物質の影響を比較するため、公開されている情

報を基に、Cs-137 の沈着量についてチェルノブイリ原発事故と本事故を比較したところ、発電所

近傍における Cs-137 の放射能濃度はチェルノブイリ原発事故と比べて小さいとは言い切れない

ものの、チェルノブイリ原発事故による環境中への放出及び影響範囲は、福島第一原発事故の影

響範囲に比べてはるかに大きいこと（約 7～8 倍）が確認された。また、Sr-90 と Pu-239+240 に

関しても、チェルノブイリ原発事故に比べて、沈着量が明らかに小さいことが確認された。なお、

チェルノブイリ原発事故では、I-131、Te-129m 及び Ag-110m に関する詳細な土壌濃度マップが公

開されていないため、比較できなかった。 

 本調査においては、福島第一原発から 100km 及びその圏外の福島県の信頼性の高い空間線量率

ならびに土壌濃度マップを作成することができた。これらは、福島第一原発事故による被ばく線

量の評価、環境影響の評価、住民の帰還の判断、除染の判断等を行うための基礎的なデータの一

つとして、有用に使用されていくことが期待される。チェルノブイリ原発事故においても同様に

詳細な土壌濃度マップが公表されたが、公表は事故から５年経過した 1991年であったこと、チェ

ルノブイリ原発事故において公開された I-131 の土壌濃度マップは、放射性セシウムとの比率等

から推定したと考えられる間接的なマップであること、及び Te-129m や Ag-110m の土壌濃度マッ

プはチェルノブイリ原発事故では公表されていないこと等を考えると、本調査では、事故の影響

を把握するために必要な情報を全て得られたわけではないものの、短期間の限られた時間のなか

で相当量の情報を得ることができたと評価される。 

 その後の航空機モニタリングの結果から、本調査で調査対象とした地域の外側でも、栃木県北

部、群馬県北部あるいは千葉県北部等、相当量の放射性セシウムが沈着したと考えられる地域が

存在することが明らかになっており、今後、これらの地域を対象とした同様の詳細調査を行うこ

とが必要である。また、将来被ばく線量に寄与する主要な放射性核種は放射性セシウムであり、
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長期的には Cs-137 に注目することが重要である。従って、放射性セシウムの地中への移行あるい

は水や空気を通した他地域への移行について詳細に調べることが必要である。福島県及びその周

辺地域には森林地帯が多く存在し、ここに多量の放射性セシウムが蓄積されていると考えられる。

今後、森林から居住環境をはじめとする様々な環境間の放射性セシウムの移行の状況を明らかに

することが重要である。 

 今後、自然環境中における放射性核種の移行に加えて、多くの地域で除染活動が行われること

により、各箇所の放射性物質の影響は変化していくことが予想される。本調査の主な目的は、撹

乱のない土壌等において土壌濃度マップと空間線量率マップを作成することであり、このような

場所について、今後の自然環境中における放射性核種の移行（沈着量の経時変化）状況を確認す

るためには、今後も継続的に調査することが必要である。一方、除染活動やウェザリング等に伴

う居住環境の空間線量率の低減を的確に追うことも被ばく線量評価や影響評価の観点から重要で

あり、このような情報を得る活動も進めて行く必要がある。 
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検討会の経緯 

 

文部科学省は、「環境モニタリング強化計画」（平成 23 年 4 月 22 日 原子力災害対策本部）

及び「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」（平成 23 年 5 月 17 日 原子力災害対

策本部）に基づき、事故状況の全体像の把握や区域等の解除に資する放射線量等分布マップを

作成するため、以下の構成委員からなる「放射線量等分布マップの作成等に係る検討会」を設

置し、調査内容について適宜確認し、報告書を取りまとめた。また、調査の進捗にあたっては、

構成委員のほか以下に示す検討会外の有識者からも広く意見を求めた。 

当検討会は、平成 23 年 5 月 26 日に第１回会合を開催して以降、報告書の取りまとめまで合

計で 15 回開催され、平成 24 年 1 月 24 日の第 15 回検討会において、報告書の取りまとめにあ

たって最終の方向性を決定した。 

 

＜構成委員＞ 

池内 嘉宏 財団法人 日本分析センター 理事 

木村 秀樹 青森県 環境生活部 原子力安全対策課 副参事 

小山 吉弘 福島県 生活環境部 原子力安全対策課 課長 

斎藤 公明 独立行政法人 日本原子力研究開発機構  

福島支援本部 上級研究主席 

柴田 德思 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 J－PARC センター  

客員研究員 

下 道國 藤田保健衛生大学 客員教授 

杉浦 紳之 近畿大学 原子力研究所 教授 

髙橋 隆行 福島大学 副学長（研究担当）・附属図書館長 

高橋 浩之 東京大学 原子力国際専攻 教授 

髙橋 知之 京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門 准教授 

茅野 政道 独立行政法人 日本原子力研究開発機構  

原子力基礎工学研究部門 副部門長 

長岡 鋭 財団法人 高輝度光科学研究センター 安全管理室長 

中村 尚司 東北大学 名誉教授 

長谷部 亮 独立行政法人 農業環境技術研究所 研究統括主幹 

久松 俊一 財団法人 環境科学技術研究所 環境動態研究部 部長 

村松 康行 学習院大学 理学部 化学科 教授 

吉田 聡 独立行政法人 放射線医学総合研究所  

放射線防護研究センター 運営企画ユニット ユニット長 

（敬称略、50 音順） 
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＜検討会外の有識者＞ 

石橋 一房 株式会社 ヴィジブルインフォメーションセンター 

林 圭佐 株式会社 ヴィジブルインフォメーションセンター 

津澤 正晴 財団法人 日本地図センター 地図研究所 理事 兼  

地図研究所長 兼 研究第一部長 

牧野 敏彦 財団法人 日本地図センター ネットサービス部 主幹 

竹村 和広 財団法人 日本地図センター ネットサービス部 主査 

百成 了一 財団法人 日本地図センター ネットサービス部 部長 

田中 圭 財団法人 日本地図センター 研究員 

高橋 悠 財団法人 日本地図センター 研究員 

北村 清司 財団法人 日本分析センター 精度管理室長 

齊藤 敬 大阪大学 安全衛生管理部 核燃料物質管理室 

谷畑 勇夫 大阪大学 核物理研究センター 教授 

藤原 守 大阪大学 核物理研究センター 準教授 

恩田 裕一 筑波大学 大学院生命環境科学研究科 生命共存科学専攻 教授 

大塚 孝治 東京大学 大学院理学系研究科原子核科学研究センター  

センター長 教授 

下浦 淳 東京大学 大学院理学系研究科原子核科学研究センター 教授 

村松 健 独立行政法人 日本原子力研究開発機構  

システム計算科学センター センター長 

関 暁之 独立行政法人 日本原子力研究開発機構  

システム計算科学センター 高度計算機技術開発室 

武宮 博 独立行政法人 日本原子力研究開発機構  

システム計算科学センター 高度計算機技術開発室 

坂場 成明 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 経営企画部 研究主幹 

青木 和弘 独立行政法人 日本原子力研究開発機構  

地層処分研究開発部門 幌延深地層研究ユニット 研究主席 

木内 伸幸 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 福島支援本部  

環境支援部 技術主幹 

高橋 史明 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 福島支援本部  

福島技術本部  福島環境安全センター 

佐藤 哲朗 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 福島支援本部  

福島技術本部 

中原 由紀夫 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 福島支援本部  

福島技術本部 

松田 規宏 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 福島支援本部  

福島技術本部 

三上 智 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 福島支援本部  

福島技術本部 

高田 祐介 独立行政法人 農業環境インベントリーセンター 研究員 

谷山 一郎 独立行政法人 農業環境技術研究所 研究統括主幹 
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遠藤 光義 福島県 生活環境部 原子力安全対策課 

（敬称略、順不同） 
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放射線量等分布マップの作成等に係る検討会について 

 

1．開催の目的 

「環境モニタリング強化計画」（平成 23年 4月 22 日 原子力災害対策本部）及び「原子力

被災者への対応に関する当面の取組方針」（平成 23年 5月 17 日 原子力災害対策本部）に基

づき、事故状況の全体像の把握や区域等の解除に向けて活用するため、放射線量等分布マッ

プを作成する。 

当該マップの作成にあたり、技術的検討を行うことを目的として「放射線量等分布マップ

の作成等に係る検討会」を開催する。 

 

2．検討内容 

○ 放射性物質の分布状況を把握するための「線量測定マップ」作成に係る技術的事項 

○ 土壌表層中の放射性物質の蓄積状況を把握するための「土壌濃度マップ」作成に係る技

術的事項 

○ 農地土壌における放射性物質の蓄積状況を把握するための「農地土壌放射能濃度分布マ

ップ」作成に係る技術的事項 

○ 地表面からの放射性物質の移行状況（河川、地下水等の水圏への移行、地表面等からの

巻き上げ、土中への移行等）の確認に係る技術的事項 

 

3．庶務 

 委員会の庶務は、科学技術・学術政策局原子力安全課において処理する。 

 

参考 2 



1-114 

 

 

参考 3 



1-115 

 

 

参考 3 



1-116 

 

 

参考 3 



1-117 

 

 

参考 3 



1-118 

 

 

参考 3 



1-119 

 

 

参考 3 



1-120 

 

 

参考 3 



1-121 

 

 

参考 3 



1-122 

 

 

参考 4 



1-123 

 
 

参考 4 



1-124 

 

 

参考 4 



1-125 

 

 

参考 4 



1-126 

 

 

参考 4 



1-127 

 

 

参考 4 



1-128 

 

 

 

参考 4 




